
令和3年度中小企業高付加価値化投資促進補助金　申請にあたってのフローチャート

申請者は

中小企業？

いいえ

はい
実施する事業の

分野は？

集客交流

製造業

その他申請できません 申請できません

・中小企業基本法第２条に

規定するもののうち、

個人を除く

実施する事業の

目的は？

ものづくり技術の高度化

・「中小企業のものづくり基盤技術の高度化

に関する法律」において特定ものづくり基

本県が定める成長分野

・次世代自動車産業、航空宇宙関連産業、

食品産業、クリーンエネルギー関連産業、

その他 申請できません

・設備の更新、増産対応など

実施する事業の

内容は？

・建設業、農林水産業など

２つ以上に該当

①体験交流機能

②地域産品の加工または販売機能

③飲食または宿泊機能

を提供する集客交流施設の整備のうち

１つに該当
地域課題の解決

に資する内容？

該当せず 申請できません いいえ

はい

申請できません

投資額は？ 2,000万円以上

2,000万円未満 申請できません

雇用計画は？

・土地、建物を除く ・申請時点と事業終了時点の差

維持もしくは

１名以上の増加

削減 申請できません

外部との連携

による取組？

いいえ

はい

投資額の12％まで

補助金額を申請可能

（上限2,000万円）

投資額の10％まで

補助金額を申請可能

（上限2,000万円）

・応募状況などにより満額交付と

ならないこともあります

・応募状況などにより満額交付と

ならないこともあります

地域経済牽引

事業の本県に

よる承認は？

あり

（地域経済牽引

事業枠）

なし

（一般枠）

・新しいビジネスモデル、ノウハウを活用した

事業を通して、三重県の地域課題（人口減少、

超高齢化社会、若者の県外流出等）の解決に資

・申請時点において「地域経済牽引事業計画」の

承認申請を提出済であれば、応募可能（ただし、

「地域経済牽引事業計画」が承認されなかった場

合は、当補助金に係る事業計画書の申請を取り下

げるものとします。） 投資額は？ 2,000万円以上

2,000万円未満 申請できません

雇用計画は？

・土地、建物を除く ・申請時点と事業終了時点の差

維持もしくは

１名以上の増加

削減 申請できません

（併願不可）

投資額の12％まで

補助金額を申請可能

（上限2,000万円）

・応募状況などにより満額交付と

ならないこともあります

投資額は？ 1,500万円以上

1,500万円未満

雇用計画は？

・土地、建物を除く ・申請時点と事業終了時点の差

維持もしくは

１名以上の増加

削減 申請できません申請できません

外部との連携

による取組？

いいえ

はい

投資額の10％まで

補助金額を申請可能

（上限2,000万円）

・応募状況などにより満額交付と

ならないこともあります

投資額の12％まで

補助金額を申請可能

（上限1,000万円）

・応募状況などにより満額交付と

ならないこともあります

外部との連携

による取組？

いいえ

はい

投資額の10％まで

補助金額を申請可能

（上限1,000万円）

・応募状況などにより満額交付と

ならないこともあります

地域経済牽引

事業の本県に

よる承認は？

あり

（地域経済牽引

なし

（一般枠）

・申請時点において「地域経済牽引事業計画」の

承認申請を提出済であれば、応募可能（ただし、

「地域経済牽引事業計画」が承認されなかった場

合は、当補助金に係る事業計画書の申請を取り下

げるものとします。）

（併願不可）

投資額は？ 1,000万円以上

1,000万円未満 申請できません

雇用計画は？

・土地、建物を除く ・申請時点と事業終了時点の差

維持もしくは

１名以上の増加

削減 申請できません

外部との連携

による取組？

いいえ

はい

投資額の12％まで

補助金額を申請可能

（上限1,000万円）

投資額の10％まで

補助金額を申請可能

（上限1,000万円）

・応募状況などにより満額交付と

ならないこともあります

・応募状況などにより満額交付と

ならないこともあります

・自社以外の組織（企業・大学

等）と連携し新しい事業を行い、

自社にはない技術、ノウハウ等を

取り込むことによって、新しい価

値を創出する事業

・自社以外の組織（企業・大学

等）と連携し新しい事業を行い、

自社にはない技術、ノウハウ等を

取り込むことによって、新しい価

値を創出する事業


